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(57)【要約】
【課題】安定性、生産性および表示特性を向上させた電
気泳動表示ユニットを提供する。
【解決手段】本発明は電気泳動表示ユニット、これを備
えた表示装置およびその製造方法に関するものであって
、本発明による電気泳動表示ユニット２００は、透明な
ベースフィルム２１０と、ベースフィルム２１０上に形
成された透明電極２２０と、透明電極２２０上に形成さ
れて電界によって画像を表示する電気泳動表示層２５０
と、電気泳動表示層２５０上に形成され不透明な電気泳
動保護層２７０を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明なベースフィルムと、
　前記ベースフィルム上に形成された透明電極と、
　前記透明電極上に形成され、電界によって画像を表示する電気泳動表示層と、
　前記電気泳動表示層上に形成され、不透明な電気泳動保護層と、を含むことを特徴とす
る電気泳動表示ユニット。
【請求項２】
　前記電気泳動表示層は、
　電荷を有する粒子を含むマイクロカプセルと、
　前記マイクロカプセルを保護するバインダーと、を含むことを特徴とする請求項１に記
載の電気泳動表示ユニット。
【請求項３】
　前記電気泳動保護層は、カーボンブラック、チタンブラックおよび鉄黒などのような無
機顔料、およびアニリンブラックなどのような有機顔料のうちの一つ以上の顔料を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示ユニット。
【請求項４】
　前記電気泳動保護層は、酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛、塩基性炭酸鉛、胡粉、
雲母および水晶末などのような顔料のうちの一つ以上の顔料を含むことを特徴とする請求
項１に記載の電気泳動表示ユニット。
【請求項５】
　前記電気泳動保護層は、前記電気泳動表示層の全面をカバーするように連続的に形成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示ユニット。
【請求項６】
　前記電気泳動表示層と前記電気泳動保護層の間に配置された層間接着層をさらに含むこ
とを特徴とする請求項１～５のうちのいずれか一項に記載の電気泳動表示ユニット。
【請求項７】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）および画素電極を含むパネルユニットと、
　前記パネルユニット上に配置された電気泳動表示ユニットと、を含み、
　前記電気泳動表示ユニットは、
　前記パネルユニットの画素電極上に形成され、不透明な電気泳動保護層と、
　前記電気泳動保護層上に形成された電気泳動表示層と、
　前記電気泳動表示層上に形成された透明電極と、
　前記透明電極上に配置された透明なベースフィルムと、を含むことを特徴とする表示装
置。
【請求項８】
　前記パネルユニットの画素電極と前記電気泳動表示ユニットの電気泳動保護層の間に配
置されたユニット間粘着層をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記電気泳動表示層は、電荷を有する粒子を含むマイクロカプセルと、前記マイクロカ
プセルを保護するバインダーとを含むことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記電気泳動保護層は、カーボンブラック、チタンブラックおよび鉄黒などのような無
機顔料、およびアニリンブラックなどのような有機顔料のうちの一つ以上の顔料を含むこ
とを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記電気泳動保護層は、実質的に黒色であることを特徴とする請求項１０に記載の表示
装置。
【請求項１２】
　前記電気泳動保護層は酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛、塩基性炭酸鉛、胡粉、雲
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母および水晶末などのような顔料のうちの一つ以上の顔料を含むことを特徴とする請求項
７に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記電気泳動保護層は、実質的に白色であることを特徴とする請求項１２に記載の表示
装置。
【請求項１４】
　前記電気泳動保護層は、高分子物質であることを特徴とする請求項７に記載の表示装置
。
【請求項１５】
　前記電気泳動表示ユニットは、２０μｍ～２００μｍ範囲内の厚さを有することを特徴
とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記マイクロカプセルは、１０μｍ～１５０μｍ範囲内の平均直径を有することを特徴
とする請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記電気泳動保護層が二つ以上の前記画素電極上に連続的に形成されることを特徴とす
る請求項７に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記電気泳動表示層と前記電気泳動保護層の間に配置された層間接着層をさらに含むこ
とを特徴とする請求項７～１７のうちのいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１９】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）および画素電極を含むパネルユニットを設ける段階と、
　透明なベースフィルム、前記ベースフィルム上に形成された透明電極、前記透明電極上
に形成された電気泳動表示層、および前記電気泳動表示層上に形成された不透明な電気泳
動保護層を含む電気泳動表示ユニットを設ける段階と、
　前記電気泳動表示ユニットと前記パネルユニットとをローラを用いて合着する段階と、
　を含むことを特徴とする表示装置製造方法。
【請求項２０】
　前記パネルユニットの画素電極および前記電気泳動表示ユニットの電気泳動保護層の間
に粘着層を塗布する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の表示装置製造
方法。
【請求項２１】
　前記電気泳動表示ユニットは、２０μｍ～２００μｍ範囲内の厚さを有するように設け
ることを特徴とする請求項１９に記載の表示装置製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気泳動表示ユニット、これを備えた表示装置およびその製造方法に係わり、
より詳しくは、安定性、生産性および表示特性を向上させた電気泳動表示ユニット、これ
を備えた表示装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気泳動を利用した表示装置はフレキシブルに形成可能であり、相対的に薄い厚さと重
量を有する。したがって、電気泳動を利用した表示装置は電子紙や電子本などに多く使用
されている。
【０００３】
　電気泳動を利用した表示装置は電界が生成される一対の電極と、一対の電極の間に配置
された電気泳動粒子を含む。一対の電極はスイッチング素子と接続された画素電極と、共
通電圧が印加される透明電極を含む。電気泳動粒子は帯電された微粒子であって、極性を
有する。したがって、表示装置は一対の電極に印加される電位差を調節して電気泳動粒子
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を挙動させることによって、所望の画像を表示する。
【０００４】
　近来、帯電微粒子、即ち、電気泳動粒子を含む分散液をマイクロカプセル（ｍｉｃｒｏ
ｃａｐｓｕｌｅ）化して使用する表示装置が開発された。このような表示装置は大きくス
イッチング素子および画素電極を備えた駆動基板と、電気泳動用マイクロカプセルを備え
た電気泳動基板とに区分できる。そして、一般に駆動基板と電気泳動基板はそれぞれ別途
に生産され、これらを合着して表示装置を形成する場合が多い。
【０００５】
　しかし、別途に生産された駆動基板と電気泳動基板とを合着する過程で電気泳動基板に
損傷が生じたり工程上損失が発生して生産性が落ちるという問題点がある。
【０００６】
　また、電気泳動を利用した表示装置はブラック色を表現することが難しい。そして、外
部の光を反射させて画像を表示するので、画像を表示することにおいて十分な輝度を確保
するのが難しいという問題点がある。
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第２００３－０１３３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明は前述の問題点を解決するためのものであって、本発明の目的は安
定性、生産性および表示特性を向上させた電気泳動表示ユニットを提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は前記電気泳動表示ユニットを含む表示装置を提供することに
ある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は前記表示装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の目的を達成するために、本発明による電気泳動表示ユニット（ｅｌｅｃｔｒｏｐ
ｈｏｒｅｔｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ）は、透明なベースフィルムと、前記ベース
フィルム上に形成された透明電極と、前記透明電極上に形成され、電界によって画像を表
示する電気泳動表示層と、前記電気泳動表示層上に形成され、不透明な電気泳動保護層と
を含む。
【００１１】
　前記電気泳動表示層は、電荷を有する粒子を含むマイクロカプセルと、前記マイクロカ
プセルを保護するバインダーとを含むことができる。
【００１２】
　前記電気泳動保護層は、カーボンブラック、チタンブラックおよび鉄黒などのような無
機顔料、およびアニリンブラックなどのような有機顔料のうちの一つ以上の顔料を含むこ
とができる。
【００１３】
　前記電気泳動保護層は、酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛、塩基性炭酸鉛、胡粉、
雲母および水晶末などのような顔料のうちの一つ以上の顔料を含むことができる。
【００１４】
　前記電気泳動保護層は前記電気泳動表示層の全面をカバーするように連続的に形成され
ることができる。
【００１５】
　前記電気泳動表示ユニットにおいて、前記電気泳動表示層と前記電気泳動保護層の間に
配置された層間接着層をさらに含むことができる。
【００１６】
　また、前述の目的を達成するために本発明による表示装置は、薄膜トランジスタ（ｔｈ
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ｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）および画素電極を含むパネルユニット
と、前記パネルユニット上に配置された電気泳動表示ユニットとを含み、前記電気泳動表
示ユニットは、前記パネルユニットの画素電極上に形成され、不透明な電気泳動保護層と
、前記電気泳動保護層上に形成された電気泳動表示層と、前記電気泳動表示層上に形成さ
れた透明電極と、前記透明電極上に配置された透明なベースフィルムとを含む。
【００１７】
　前記表示装置において、前記パネルユニットの画素電極と前記電気泳動表示ユニットの
電気泳動保護層の間に配置されたユニット間粘着層をさらに含むことができる。
【００１８】
　前記表示装置において、前記電気泳動表示層は電荷を有する粒子を含むマイクロカプセ
ルと、前記マイクロカプセルを保護するバインダーとを含むことができる。
【００１９】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層はカーボンブラック、チタンブラックおよ
び鉄黒などのような無機顔料、およびアニリンブラックなどのような有機顔料のうちの一
つ以上の顔料を含むことができる。
【００２０】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層は、実質的に黒色であり得る。
【００２１】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層は、酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛
、塩基性炭酸鉛、胡粉、雲母および水晶末などのような顔料のうちの一つ以上の顔料を含
むことができる。
【００２２】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層は、実質的に白色であり得る。
【００２３】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層は、高分子物質であり得る。
【００２４】
　前記表示装置において、前記電気泳動表示ユニットは、２０μｍ～２００μｍ範囲内の
厚さを有することができる。
【００２５】
　前記表示装置において、前記マイクロカプセルは１０μｍ～１５０μｍ範囲内の平均直
径を有することができる。
【００２６】
　前記表示装置において、前記電気泳動保護層が二つ以上の前記画素電極上に連続的に形
成されることができる。
【００２７】
　前記表示装置において、前記電気泳動表示層と前記電気泳動保護層の間に配置された層
間接着層をさらに含むことができる。
【００２８】
　また、前述の目的を達成するために本発明による表示装置製造方法は、薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）および画素電極を含むパネルユニットを設ける段階と、透明なベースフィル
ム、前記ベースフィルム上に形成された透明電極、前記透明電極上に形成された電気泳動
表示層、および前記電気泳動表示層上に形成された不透明な電気泳動保護層を含む電気泳
動表示ユニットを設ける段階と、前記電気泳動表示ユニットと前記パネルユニットとをロ
ーラを用いて合着する段階とを含む。
【００２９】
　前記表示装置製造方法において、前記パネルユニットの画素電極および前記電気泳動表
示ユニットの電気泳動保護層の間に粘着層を塗布する段階をさらに含むことができる。
【００３０】
　前記表示装置製造方法において、前記電気泳動表示ユニットは、２０μｍ～２００μｍ
範囲内の厚さを有するように設けることができる。
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【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、安定性、生産性および表示特性を向上した電気泳動表示ユニットを提
供することができる。
【００３２】
　つまり、本発明による電気泳動表示ユニットは電気泳動表示層を保護する電気泳動保護
層を有することによって、電気泳動表示層が損傷することを防止できて安定性を向上させ
ることができる。
【００３３】
　また、電気泳動保護層に特定の色を付与することによって、電気泳動表示ユニットで表
示される画像の品質を向上させることができる。具体的に、コントラスト比または輝度向
上のような効果を得ることができる。
【００３４】
　また、前記電気泳動表示ユニットを備えた表示装置を提供することができる。
【００３５】
　また、前記表示装置の製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施形態について本発明の属する技術分野に
おける通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。本発明は多様な
形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限られない。
【００３７】
　本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、全体の明細書にわたって
同一または類似の構成要素については同一の参照符号を付けることにする。
【００３８】
　また、図面において複数の層および領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した
。全体の明細書にわたって類似の部分については同一の図面符号を付けた。層、膜、領域
、板などの部分が他の部分の“の上に”または“上に”あるという時、これは他の部分の
“直上”にある場合だけでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。反対に、ある部
分が他の部分の“直上”にあるという時には中間に他の部分がないことを意味する。
【００３９】
　図１は本発明の第１実施形態による電気泳動ユニット２００の断面図である。
【００４０】
　図１に示したように、電気泳動ユニット（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ　ｕｎｉｔ）２００はベースフィルム（ｂａｓｅ　ｆｉｌｍ）２１０、透明電極２
２０、電気泳動表示層２５０および電気泳動保護層２７０を含む。
【００４１】
　ベースフィルム２１０は光の透過率に優れた透明なプラスチックで形成される。具体的
にベースフィルム２１０の材料に使用されるプラスチックの例としては、アクリル系樹脂
、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリイミド系
樹脂などを挙げることができる。このうち、ポリエステル系樹脂が好ましく、透過率に優
れ耐熱性、剛性、電気的性質などに優れたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）が特に
好ましい。
【００４２】
　透明電極２２０はベースフィルム２１０上に形成される。透明電極２２０はインジウム
錫酸化物（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ；ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ｉｎ
ｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ；ＩＺＯ）、金属微粒子および金属超薄膜などのような
無機導電性物質や、ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリピロール、ポリエチレンジオキ
シチオフェン、ポリチオフェンなどの有機導電性物質などを含んで形成される。
【００４３】
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　電気泳動表示層２５０は透明電極２２０上に形成される。電気泳動表示層２５０はバイ
ンダー（ｂｉｎｄｅｒ）２４０およびバインダー２４０に混合された電気泳動用マイクロ
カプセル（ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅ）２３０を含む。電気泳動表示層２５０はマイクロ
カプセル２３０から発生する電気泳動によって実質的に画像を表示する。
【００４４】
　バインダー２４０はマイクロカプセル２３０を透明電極２２０上に粘着させる役割を果
たす。また、場合によって、バインダー２４０はマイクロカプセル２３０を保護する役割
も遂行できる。バインダー２４０としては多様な有機系バインダーが使用できる。また、
バインダー２４０は電気泳動表示層２５０上に電気泳動保護層２７０が付着されるように
十分な粘着力を有することができる。
【００４５】
　電気泳動保護層２７０は電気泳動表示層２５０上に電気泳動表示層２５０から分離され
ないように付着形成される。電気泳動保護層２７０は有機物または無機物で多様に形成で
きる。また、電気泳動保護層２７０は高分子物質で形成される。これによって、電気泳動
保護層２７０は粘弾性を有するので、電気泳動表示ユニット２００をフレキシブルに形成
することに有利である。
【００４６】
　また、電気泳動保護層２７０は色を有し、色を帯びるために顔料を含むことができる。
つまり、電気泳動保護層２７０は不透明に形成される。具体的に、電気泳動保護層２７０
は実質的な黒色を有することができる。電気泳動保護層２７０が黒色で形成されると、電
気泳動表示層２５０で表示される画像のコントラスト（ｃｏｎｔｒａｓｔ）比を高めるこ
とができる。黒色を帯びるために電気泳動保護層２７０はカーボンブラック、チタンブラ
ックおよび鉄黒などのような無機顔料、およびアニリンブラックなどのような有機顔料の
うちの一つ以上の顔料を含む。
【００４７】
　また、電気泳動保護層２７０は実質的な白色を有することもできる。電気泳動保護層２
７０が白色で形成されると、電気泳動表示層２５０で表示される画像の輝度を向上させる
ことができる。白色を帯びるために電気泳動保護層２７０は酸化チタン、硫酸バリウム、
酸化亜鉛、塩基性炭酸鉛、胡粉、雲母および水晶末などのような顔料のうちの一つ以上の
顔料を含む。
【００４８】
　また、電気泳動保護層２７０は実質的に電気泳動表示層２５０の全面を覆うように連続
的に形成される。
【００４９】
　このような構成によって、電気泳動表示ユニット２００は安定性、生産性および表示特
性を向上させることができる。つまり、電気泳動表示ユニット２００は電気泳動保護層２
７０によって電気泳動表示層２５０の損傷を防止できて、安定性を向上させることができ
る。
【００５０】
　また、電気泳動表示ユニット２００は電気泳動表示層２５０を保護するために再剥離さ
れる別途の保護手段が不必要であるので、生産性を向上させることができる。
【００５１】
　また、電気泳動保護層２７０に特定の色を付与することによって、電気泳動表示層２５
０で表示される画像の品質を向上させることもできる。
【００５２】
　電気泳動表示ユニット２００は基本的に外部の光を反射させて画像を表示する。外部か
ら電気泳動表示層２５０に向かった光の大部分は、電気泳動表示層２５０で反射されなけ
ればならない。しかし、実質的に一部の光が電気泳動表示層２５０を透過するようになる
。このように透過された光の影響で電気泳動表示層２５０の表示する画像の品質が低下す
る。
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【００５３】
　そのため、電気泳動表示層２５０をカバーする電気泳動保護層２７０に色を付与するこ
とによって、電気泳動表示層２５０が表示する画像の品質を向上させることができる。電
気泳動保護層２７０が黒色を有すれば、電気泳動表示層２５０を透過した光を吸収して、
電気泳動表示層２５０が表示できる黒色の純度を高めて、電気泳動表示ユニット２００が
表示する全体的な画像のコントラスト（ｃｏｎｔｒａｓｔ）比を高めることができる。
【００５４】
　また、電気泳動保護層２７０が白色を有すれば、電気泳動表示層２５０を透過した光を
再反射させて、電気泳動表示層２５０が表示する画像の輝度を向上させることができる。
【００５５】
　また、電気泳動表示ユニット２００は全体的にフレキシブルに形成される。したがって
、電気泳動表示ユニット２００は巻物形態に巻くことができて運送に有利であり、電子紙
や電子本などに使用されることもできる。
【００５６】
　図２を参照して、電気泳動表示層２５０のマイクロカプセル２３０を詳しく説明する。
【００５７】
　図２に示したように、マイクロカプセル２３０はカプセルシェル（ｃａｐｓｕｌｅ　ｓ
ｈｅｌｌ）２３１と、カプセルシェル２３１に内包された電気泳動粒子２３２および分散
媒２３３を含む。マイクロカプセル２３０の電気泳動粒子２３２が電界によって分散媒２
３３の間に挙動することによって、電気泳動表示ユニット２００は画像を表示する。
【００５８】
　また、本発明の第１実施形態でカプセルシェル２３１は球形の形状を有する。しかし、
本発明が必ずしもこれに限定されるのではなく、カプセルシェル２３１は球形、円柱形、
六面体形などのように多様な形状を有することができる。
【００５９】
　また、マイクロカプセル２３０は１０μｍ～１５０μｍ範囲内の平均直径を有する。マ
イクロカプセル２３０の平均直径が１０μｍより小さければ、電気泳動表示ユニット２０
０は画像を表示することに必要な十分な濃度を得ることができない。マイクロカプセル２
３０の平均直径が１５０μｍより大きければ、マイクロカプセル２３０の機械的強度が不
充分でマイクロカプセル２３０の破れのような不良が起こりやすい。
【００６０】
　電気泳動粒子２３２は、正または負の電荷を有し、電界に応答して分散媒２３３の間を
実質的に挙動する固体粒子をいう。電気泳動粒子２３２は、０．１μｍ～５μｍ範囲内の
平均直径を有するのが好ましい。電気泳動粒子２３２の大きさが０．１μｍより小さけれ
ば、十分な色度を得ることができず、コントラストが低下して表示が不鮮明になることが
ある。電気泳動粒子２３２の大きさが５μｍより大きければ、電気泳動粒子２３２の速い
移動が困難で応答速度が低下される場合がある。
【００６１】
　分散媒２３３は、一般に使用できる公知の分散媒を特別な限定なしに用いることができ
るが、有機溶媒が好ましい。
【００６２】
　図３を参照して、本発明の第２実施形態による電気泳動表示ユニット２０１を説明する
。
【００６３】
　図３に示したように、電気泳動表示ユニット２０１は、電気泳動表示層２５０と電気泳
動保護層２７０の間に配置された層間接着層２６０をさらに含む。層間接着層２６０は、
電気泳動保護層２７０がさらに堅固に電気泳動表示層２５０上に付着されるようにする。
【００６４】
　また、層間接着層２６０は、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、
ウレタン系樹脂、オキサゾリン系樹脂、ＰＶＰ系樹脂、ポリオキシアルキレン系樹脂、セ
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ルロース系樹脂などの水溶性樹脂またはエマルジョン系の樹脂を使用することができる。
層間接着層２６０は、従来の公知された多様な方法で形成されることができる。
【００６５】
　このような構成によって、電気泳動表示層２５０は電気泳動保護層２７０によってさら
に安定的に保護されることができる。
【００６６】
　図４を参照して、本発明の第３実施形態による表示装置９００を説明する。
【００６７】
　添付図面では、実施形態として５枚マスク工程で形成された非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ
）薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ－ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＴＦＴ）が使用され
たパネルユニット１００が概略的に示されている。しかし、本発明はいろいろの相異な形
態に実現されることができ、ここで説明する実施形態に限られない。
【００６８】
　図４に示したように、表示装置９００は、図１の電気泳動表示ユニット２００、パネル
ユニット１００およびユニット間粘着層３００を含む。電気泳動表示ユニット２００は先
に図１で説明した通りである。
【００６９】
　パネルユニット１００を見れば、基板部材１１０の上に多数のゲート電極１２４を含む
ゲート配線が形成される。そして、図示していないが、ゲート配線は、ゲート電極１２４
と接続された多数のゲートラインと、多数の第１保持電極ラインをさらに含むことができ
る。ここで、基板部材１１０は、ガラス、石英、セラミック、プラスチックなどからなる
絶縁性基板などで形成される。特に、基板部材１１０を柔軟性を有する素材で形成すれば
、表示装置９００の活用範囲が広くなるので、表示装置９００の有用性を一層高めること
ができる。
【００７０】
　ゲート電極１２４を含むゲート配線は、Ａｌ、Ａｇ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏなどの金
属またはこれらを含む合金などで形成される。図４でゲート配線は単一層で示されたが、
ゲート配線は物理化学的特性に優れたＣｒ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａまたはこれらを含む合金の
金属層と比抵抗の小さいＡｌ系またはＡｇ系の金属層を含む多重層で形成されることもで
きる。その他にも多様な金属または導電体でゲート配線を形成することができ、同一のエ
ッチング条件にパターニングの可能な多層膜であればさらに好ましい。
【００７１】
　ゲート配線の上には窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなるゲート絶縁膜１３０が形成さ
れる。
【００７２】
　ゲート絶縁膜１３０の上には、少なくとも一領域がゲート電極１２４と重なる複数のソ
ース電極１６５と、ソース電極１６５と離隔して配置され、少なくとも一領域がゲート電
極１２４と重なる複数のドレイン電極１６６を含むデータ配線が形成される。そして図示
していないが、データ配線はゲートラインと交差する複数のデータラインと、第１保持電
極と重なった複数の第２保持電極ラインをさらに含むことができる。
【００７３】
　データ配線もゲート配線と同様にクロム、モリブデン、アルミニウムまたはこれらを含
む合金などの導電物質で形成され、単一層または多重層で形成されることができる。
【００７４】
　そして、ゲート電極１２４上のゲート絶縁膜１３０の上とソース電極１６５およびドレ
イン電極１６６の下にわたる一領域には半導体層１４０が形成される。ここで、ゲート電
極１２４、ソース電極１６５、およびドレイン電極１６６は薄膜トランジスタ１０１の３
電極になる。ソース電極１６５およびドレイン電極１６６の間の半導体層１４０が薄膜ト
ランジスタ１０１のチャンネル領域になる。
【００７５】
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　また、半導体層１４０とソース電極１６５およびドレイン電極１６６の間には両者の間
の接触抵抗をそれぞれ減少させるための抵抗性接触部材（ｏｈｍｉｃ　ｃｏｎｔａｃｔ）
１５５，１５６が形成される。抵抗性接触部材１５５，１５６は、シリサイドまたはｎ型
不純物が高濃度にドーピングされた非晶質シリコンなどで形成される。
【００７６】
　データ配線の上には、プラズマ化学気相蒸着（ｐｌａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＰＥＣＶＤ）によって形成されるａ
－Ｓｉ：Ｃ：Ｏ、ａ－Ｓｉ：Ｏ：Ｆなどの低誘電率絶縁物質、窒化ケイ素または酸化ケイ
素などの無機絶縁物質などからなる保護膜（ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）１７
０が形成される。
【００７７】
　保護膜１７０の上には、多数の画素電極１８０が形成される。画素電極１８０はＩＴＯ
（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）やＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ
）などのような透明導電体またはアルミニウム（Ａｌ）のような不透明導電体などを使用
して形成することができる。
【００７８】
　また、保護膜１７０はドレイン電極１６６の一部を露出させる複数の接触孔１７１を有
する。画素電極１８０とドレイン電極１６６は接触孔１７１を通じて電気的に接続される
。
【００７９】
　ユニット間粘着層３００は、パネルユニット１００と電気泳動表示ユニット２００を互
いに合着させる。ユニット間粘着層３００は、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、エ
ポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂、オキサゾリン系樹脂、ＰＶＰ系樹脂、ポリオキシアルキ
レン系樹脂、セルロース系樹脂などの水溶性樹脂またはエマルジョン系の樹脂を使用する
ことができる。ユニット間粘着層３００は従来の公知された多様な方法でコーティングさ
れることができる。
【００８０】
　電気泳動表示ユニット２００は、電気泳動保護層２７０がユニット間粘着層３００を介
してパネルユニット１００の画素電極１８０と対向するように配置される。
【００８１】
　したがって、電気泳動表示ユニット２００の透明電極２２０とパネルユニット１００の
画素電極１８０の間に形成される電界によって電気泳動表示層２５０が画像を表示する。
【００８２】
　また、電気泳動表示ユニット２００は、２０μｍ～２００μｍ範囲内の厚さを有する。
電気泳動表示ユニット２００が２０μｍより小さければ、パネルユニット１００と合着さ
れる過程でシワが発生しやすい。そして、電気泳動表示ユニット２００が２００μｍより
大きければ、電気泳動表示ユニット２００をロール（ｒｏｌｌ）状態に巻いて運搬したり
、パネルユニット１００との合着工程を進行しにくくなる。
【００８３】
　このような構成によって、表示装置９００は、安定性、生産性および表示特性を向上さ
せることができる。
【００８４】
　つまり、表示装置９００は、電気泳動表示層２５０を保護する電気泳動保護層２７０を
有することによって、電気泳動表示層２５０の損傷を防止でき、安定性を向上させること
ができる。
【００８５】
　また、電気泳動保護層２７０に特定の色を付与することによって、表示装置９００で表
示される画像の品質を向上させることもできる。
【００８６】
　以下、図５を参照して、電気泳動を利用した表示装置９００の駆動原理を詳しく説明す
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る。
【００８７】
　図５に示したように、表示装置９００は電界を形成するための一対の電極１８０，２２
０を含む。一対の電極のうちのいずれか一つは画素電極１８０であり他の一つは共通電圧
が印加される透明電極２２０である。スイッチング素子の薄膜トランジスタ１０１（図４
に図示）において画素電極１８０に印加される電圧によって画素電極１８０と透明電極２
２０の間に電位差を形成する。
【００８８】
　また、画素電極１８０と共通電極２２０の間には電気泳動用マイクロカプセル２３０が
配置される。マイクロカプセル２３０はカプセルシェル２３１とカプセルシェル２３１に
内包された電気泳動粒子２３２および分散媒２３３を含む。電気泳動粒子２３２は陽性（
ｐｏｓｉｔｉｖｅ）または陰性（ｎｅｇａｔｉｖｅ）を帯びている。
【００８９】
　互いに対向する画素電極１８０および透明電極２２０に電圧を印加して両電極１８０，
２２０の間に電位差（＋、－）を形成すると、電気泳動粒子２３２が反対極性の電極１８
０，２２０に上下移動する。
【００９０】
　このとき、使用者は、外部から入射されて電気泳動粒子２３２で反射された光を認識す
るようになる。電気泳動粒子２３２が使用者に近く上部に移動すると、使用者は電気泳動
粒子２３２の色を強く認識する。そして、電気泳動粒子２３２が下部に移動すると、使用
者は電気泳動粒子２３２の色を弱く認識する。
【００９１】
　電気泳動粒子２３２の移動は電気泳動によるものであり、電気泳動とは表面電荷を帯び
た粒子が電場中で反対の電荷を帯びた電極側へ移動する現象という。
【００９２】
　このような原理によって、電気泳動を利用した表示装置９００は画像を表示する。
【００９３】
　図６および図７を参照して、図４の表示装置９００の製造方法を説明する。
【００９４】
　まず、図６に示したように、薄膜トランジスタ１０１および画素電極１８０を含むパネ
ルユニット１００を設ける。このような、パネルユニット１００は、図６に示された構成
に限定されず、従来の公知された方法によって多様な構成で形成できる。
【００９５】
　その次、パネルユニット１００の画素電極１８０上にユニット間粘着層３００をコーテ
ィングする。ここで、ユニット間粘着層３００は必ずしもパネルユニット１００上に形成
されるべきものではない。したがって、後述する電気泳動表示ユニット２００にユニット
間粘着層３００を形成することもでき、パネルユニット１００の上と電気泳動表示ユニッ
ト２００の上に全てユニット間粘着層３００を形成することができる。
【００９６】
　その次、図７に示したように、図１の電気泳動表示ユニット２００をローラ（ｒｏｌｌ
ｅｒ）５００を用いてパネルユニット１００に合着させる。このとき、電気泳動表示ユニ
ット２００は電気泳動保護層２７０がユニット間粘着層３００を介してパネルユニット１
００の画素電極１８０と対向するように配置される。
【００９７】
　そして、電気泳動表示ユニット２００をローラ５００に巻いて使用したり、電気泳動表
示ユニット２００自体をロール形態に巻いて使用することもできる。
【００９８】
　また、電気泳動表示ユニット２００を必ずしもローラ５００に巻いて使用しなければな
らないことではなく、パネルユニット１００上に配置された電気泳動表示ユニット２００
をローラ５００で合着させることもできる。
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【００９９】
　このとき、電気泳動表示ユニット２００は、２０μｍ～２００μｍ範囲内の厚さを有す
る。電気泳動表示ユニット２００が２０μｍより小さければ、パネルユニット１００と合
着される過程でシワが発生しやすい。そして、電気泳動表示ユニット２００が２００μｍ
より大きければ、電気泳動表示ユニット２００をロール状態に巻いて運搬したり、パネル
ユニット１００との合着工程を進行しにくくなる。
【０１００】
　このような製造方法によって、安定性、生産性および表示特性を向上した表示装置９０
０を製造することができる。
【０１０１】
　図８を参照して本発明の第４実施形態による表示装置９０１を説明する。
【０１０２】
　図８に示したように、表示装置９０１はパネルユニット１００と、パネルユニット１０
０上に形成された電気泳動表示部２０２を含む。
【０１０３】
　パネルユニット１００は、先に図４で説明したものと実質的に同一である。
【０１０４】
　電気泳動表示部２０２は、電気泳動保護層２７０、隔壁部材２９０、電気泳動粒子２３
６、分散媒２３７、シーリング（ｓｅａｌｉｎｇ）接着層２２５、共通電極２２０および
透明な基板部材２１１を含む。ここで、透明な基板部材２１１はガラスなどのような素材
で形成された絶縁性基板であるか、透明なベースフィルムであり得る。
【０１０５】
　電気泳動保護層２７０は、パネルユニット１００の画素電極１８０の上に不透明な色を
有して形成される。また、電気泳動保護層２７０は、実質的に黒色または白色のような色
を有する。電気泳動保護層２７０が不透明な色を有することによって得る効果は先に説明
した通りである。
【０１０６】
　また、電気泳動保護層２７０は、二つ以上の画素電極１８０上に連続的に形成される。
つまり、電気泳動保護層２７０は画素電極２７０ごとに分離して形成されない。
【０１０７】
　隔壁部材２９０は、電気泳動保護層２７０上に形成され、ある画素電極１８０上の空間
を他の画素電極１８０上の空間と区別させる。つまり、隔壁部材２９０は、各画素電極１
８０の上ごとに電気泳動粒子２３６および分散媒２３７を収容できるように形成された収
容部２９１を有する。隔壁部材２９０は、ＳＩＰＩＸ社のマイクロカップ（ｍｉｃｒｏｃ
ｕｐ、商標名）を使用することができる。
【０１０８】
　電気泳動粒子２３６および分散媒２３７は隔壁部材２９０の収容部２９１に配置される
。
【０１０９】
　シーリング接着層２２５は、隔壁部材２９０と接着されて、ある一つの収容部２９１の
電気泳動粒子２３６が他の収容部２９１に移動することを防止する。シーリング接着層２
２５は高分子系物質で形成されることができる。
【０１１０】
　共通電極２２０のパネルユニット１００の画素電極１８０と共に電界を形成して、隔壁
部材２９０の収容部２９１に配置された電気泳動粒子２３６を挙動させる。
【０１１１】
　また、図示していないが、パネルユニット１００の画素電極１８０と電気泳動保護層２
７０の間に別途の粘着層が形成できる。
【０１１２】
　このような構成によっても、表示装置９０１は表示特性を向上させることができる。
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　つまり、表示装置９０１は電気泳動保護層２７０に特定の色を付与することによって、
表示装置９０１で表示される画像の品質を向上させることができる。
【０１１４】
　本発明を前述のように説明したが、特許請求の範囲の概念と範囲を逸脱しない限り、多
様な修正および変形が可能であるということを本発明の属する技術分野における通常の知
識を有する当業者は容易に理解できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の第１実施形態による電気泳動ユニットの断面図である。
【図２】図１のマイクロカプセルを拡大図示した断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態による電気泳動ユニットの断面図である。
【図４】本発明の第３実施形態による表示装置の断面図である。
【図５】図４の表示装置の駆動原理を示す概略図である。
【図６】図４の表示装置の製造方法を順次に示す断面図である。
【図７】図４の表示装置の製造方法を順次に示す断面図である。
【図８】本発明の第４実施形態による表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　　１００　　パネルユニット、
　　１１０　　基板部材、
　　１２４　　ゲート電極、
　　１３０　　ゲート絶縁膜、
　　１４０　　半導体層、
　　１６５　　ソース電極、
　　１６６　　ドレイン電極、
　　１７０　　パネル保護膜、
　　１８０　　画素電極、
　　２００　　電気泳動表示ユニット、
　　２１０　　ベースフィルム、
　　２２０　　透明電極、
　　２３０　　マイクロカプセル、
　　２４０　　バインダー、
　　２５０　　電気泳動表示層、
　　２７０　　電気泳動保護層、
　　３００　　粘着層。
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【図４】
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【図５】

【図６】
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【図７】
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【図８】
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